
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７４号 

長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例 

平成２９年１２月５日 

長与町長 吉 田 愼 一 

提案理由 

 個人番号を利用する事務を新たに追加するほか、所要の改正を行うもの。 

上記議案を提出します。 



   長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年条例第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 別表第１町長の項に次のように加える。 

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規

則で定めるもの 

(3) ひとり親等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則

で定めるもの 

(4) 軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対する補聴器の購入助成に関する事務であ

って規則で定めるもの 

(5) 重度心身障害者等に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であっ

て規則で定めるもの 

(6) 障害者等に対する日常生活用具給付等事業の利用申請における利用決定等に関

する事務であって規則で定めるもの 

(7) 障害者等に対する移動支援事業の利用申請における利用決定等に関する事務で

あって規則で定めるもの 

(8) 障害者等に対する日中一時支援事業の利用申請における利用決定等に関する事

務であって規則で定めるもの 

(9) 難病患者に対する医療費助成の受給資格の認定等に関する事務であって規則で

定めるもの 

 別表第２特定個人情報の欄中「(1) 」を削り、同表町長の部に次のように加える。 

(2) 小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付

に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(3) ひとり親等に対する医療費助成の受給資格の認定等に

関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(4) 軽度・中等度の聴覚障害のある児童に対する補聴器の購

入助成に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(5) 重度心身障害者等に対する医療費助成の受給資格の認

定等に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民基本台帳法（昭和４２

年法律第８１号）第７条に

規定する事項（以下「住民

票関係情報」という。）で

あって規則で定めるもの 



(6) 障害者等に対する日常生活用具給付等事業の利用申請

における利用決定等に関する事務であって規則で定めるも

の 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(7) 障害者等に対する移動支援事業の利用申請における利

用決定等に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(8) 障害者等に対する日中一時支援事業の利用申請におけ

る利用決定等に関する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

(9) 難病患者に対する医療費助成の受給資格の認定等に関

する事務であって規則で定めるもの 

地方税関係情報であって

規則で定めるもの 

住民票関係情報であって

規則で定めるもの 

 別表第３特定個人情報の欄中「(1) 」及び「(2) 」を削る。 

   附 則 

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 


